
神奈川県
還

一 私立高等学校等

学
[ NEW! I 令和7年度から対象を拡充しました ］ 
年収 750 万円未満
の世帯まで
授業料が実質無償化

多子世帯で

年収 910 万円未満

の世帯まで授業料が実質無償化
※多子世帯…23歳未満の扶養している子どもが 3 人以上いる世帯

最大

468,000 円

最大

468,000 円

お申込みは高校

住民税非課税世帯まで
入学金が実質無償化

年収910万円以上の世帯を対象に最大118,800円 、／
を支給する「高校生等臨時支援」については、
リ ーフレットに記載していません。学校を通じて
別にご案内いたします。

授業料等の返還時期や方法は

学校により異なりますので

学校に直接お問い合わせください。

年収に関わらず、リ ーフレットの内容をよく、ご
‘

碍翡忍<t�さい。

発行／お問合せ

I
神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部私学振興課助成グループ
〒231-8588横浜市中区日本大通1
電話：045-210-3793（直通）受付時間：平日8:30~12:00、13:oo~17:15
https://www.p ref.kanagawa.jp/docs/v3e/jyosei/gakuhisien/index.html 

（神奈川県学費支援 〖39 県ホームページ














